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判例研究 

 

他人の氏名を含む商標であるとして、商標登録 

出願が商標法 4 条 1 項 8 号により拒絶された事例 

―TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.事件 

知財高裁判決の検討― 
 

山 本 真祐子 

 

第１ 事案の概要 

  

原告は、平成29年 9 月21日、指定商品を第 9 類「サングラス、電子出版

物」、第14類「ネックレス及びその他の身飾品（『カフスボタン』を除く。）、

宝玉及びその模造品、キーホルダー」、第18類「かばん類、袋物、傘、皮革」

及び第25類「被服（『和服』を除く。）、ガーター、靴下止め、ズボンつり、

バンド、ベルト、靴類（『靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・

靴保護金具』を除く。）」とする、「TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.」の文

字を標準文字で表して成る商標（以下「本願商標」という。）について、商

標登録出願（商願2017-126259号）をなしたところ、拒絶査定を受け、拒絶

査定不服審判請求に対しても請求不成立審決（以下「本件審決」という。）

が下された。本願商標は、その構成のうちに「他人の氏名」を含む商標で、

かつ、その他人の承諾を得ているものではないから、商標法 4 条 1 項 8 号

に該当するというのである。そこで、原告が本件審決の取消しを求めて、

本訴に及んだ。本判決（知財高判令和 2・7・29令和 2 (行ケ)100061）は、

かかる審決訴訟に対するものである。 

 

 
1 裁判長は、森義之裁判官である。 
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第２ 判旨（下線は筆者による。） 

 

１ 本願商標が人の氏名を含む態様のものであるか否かについて 

(1) 本願商標は、「TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.」の文字を標準文字

で表して成る商標であるところ、このうち「TAKAHIROMIYASHITA」の文

字部分は、子音と母音の規則的な並び方から、ローマ字表記であることが

容易に理解されるものである。これに対し、それに続く「TheSoloist.」の文

字部分については、子音と母音の並び方から前半部分とは異なりローマ字

表記ではないことが容易に看取され、また、「T」と「S」のみを大文字で、

その余の文字を小文字で書して成ることから、外国語の記載であると容易

に推測され、そのうち「The」が我が国において親しまれた英語の定冠詞

であること等からして、英語表記であると容易に理解され得るものであ

る。したがって、本願商標については、ローマ字表記による

「TAKAHIROMIYASHITA」の文字部分（前半部分）がその余の部分と結合

された構成を有していると容易に認識し得るものであるといえる。 

その上で、「TAKAHIROMIYASHITA」の文字部分は、無理なく一連に発

語することができ、「タカヒロミヤシタ」という称呼が自然に生じるとこ

ろ…「タカヒロ」を読みとする名前（「孝大」、「孝弘」、「隆広」、「貴大」、「貴

弘」等）…「ミヤシタ」を読みとする姓氏（「宮下」）が、それぞれ日本人に

とってありふれたものであることが認められる。 

以上に加え…我が国では、パスポートやクレジットカードなどに本人の

氏名がローマ字表記されるなど、氏名をローマ字表記することが少なくな

く、全ての文字を欧文字の大文字で記載することも少なくなく、また、そ

の場合、従来、名前、姓氏の順で記載することが広く行われていたと認め

られることを考慮すると、本願商標の構成のうち「TAKAHIROMIYASHITA」

の文字部分は、「ミヤシタ（氏）タカヒロ（名）」を読みとする人の氏名と

して客観的に把握されるものであり、本願商標は「人の氏名」を含む商標

であると認められる。 

 

(2) これに対し、原告は、本願商標は、文字を同大、等間隔に書して外観

上まとまりよく一体的に表して成る構成であり、一体不可分の態様として

把握されると主張するが、そのような外観を踏まえても、前記(1)のとお
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り、前半部分は、その余の部分と結合されたものと容易に認識し得るもの

といえる。 

また、原告は、前半部分は、欧文字の大文字を空白を入れることなく整

然と一列に並べるもので、それ自体がまとまりよく一連で表されているか

ら、一体不可分の態様で把握されると主張するが、そのような外観を踏ま

えても、前記(1)のとおり、前半部分は、「ミヤシタ（氏）タカヒロ（名）」

を読みとする人の氏名として客観的に把握されるものであるといえる。こ

の点、姓氏と名前を 2 段に分けて表記したり、姓氏と名前との間に空白を

入れて表記したりする例が存在し、それらがパスポートやクレジットカー

ドの例であること…から直ちに、そのような表記でなければ人の氏名であ

ると理解されないとはいえず、また、姓氏と名前の頭文字のみを大文字で

記載する例があること…から直ちに、そのような表記でなければ人の氏名

であると理解されないとはいえないのであって、これらの表記の存在は、

前記(1)の認定判断を左右するものではない。 

さらに、原告は、ローマ字表記の際の姓氏と名前の記載の順序について

も主張するが、日本国政府が公文書において令和 2 年 1 月 1 日から原則と

して姓氏、名前の順とすることを決定するなどしたこと…から直ちに、姓

氏、名前の順でなければ氏名をローマ字表記したものと理解されなくなる

ものでもない。 

その他、原告は、他の審決例（甲 7 ）の存在も主張するが、異なる商標

についての同審決例の存在が本願商標についての前記(1)の認定判断を左

右するものではない。 

したがって、原告の上記主張は、いずれも前記(1)の認定判断を左右す

るものではない。 

 

２ 商標法 4 条 1 項 8 号該当性について 

(1) 証拠（乙13～28）によると、①「宮下孝洋」という者が2018年12月版

（掲載情報は同年 9 月 5 日現在）及び2016年12月版（掲載情報は同年 9 月 7 

日現在）の「ハローページ（新潟県上越版）」に、②「宮下隆寛」という者

が2019年 3 月版（掲載情報は2018年11月28日現在）及び2017年 3 月版（掲

載情報は2016年12月 1 日現在）の「ハローページ（長野県飯田版）」に、③

「宮下貴博」という者が2019年 3 月版（掲載情報は2018年11月28日現在）及
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び2017年 3 月版（掲載情報は2016年12月 1 日現在）の「ハローページ（長

野県松本版）」に、④「宮下孝弘」という者が2019年 3 月版（掲載情報は

2018年11月28日現在）及び2017年 3 月版（掲載情報は2016年12月 1 日現在）

の「ハローページ（長野県木曽版）」に、⑤「宮下高広」という者が2019年 

9 月版（掲載情報は同年 6 月 3 日現在）及び2017年 9 月版（掲載情報は同

年 6 月 5 日現在）の「ハローページ（長野県長野版）」に、⑥「宮下高弘」

という者と「宮下貴浩」という者がそれぞれ2019年 9 月版（掲載情報は同

年 6 月 3 日現在）及び2017年 9 月版（掲載情報は同年 6 月 5 日現在）の「ハ

ローページ（長野県上田版）」に、⑦「宮下孝弘」という者が2019年 2 月版

（掲載情報は2018年11月 1 日現在）及び2017年 2 月版（掲載情報は2016年

11月 1 日現在）の「ハローページ（小平・西東京・東村山市版）」に、⑧「宮

下貴博」という者が2018年11月版（掲載情報は同年 7 月26日現在）及び2016

年11月版（掲載情報は同年 8 月 3 日現在）の「ハローページ（川崎市川崎・

幸・中原区版）」に、それぞれ掲載されていることが認められ、上記各事実

からすると、上記の者は、いずれも本願商標の登録出願時から本件審決時

まで現存しているものと推認できる。 そして、上記の者は、いずれもその

氏名の読みを「ミヤシタタカヒロ」とすると考えられる。その他、ウェブ

ページ（乙 7 、8 、10、11、29～32）からも、氏名の読みを「ミヤシタタ

カヒロ」とする「宮下貴博」、「宮下敬宏」、「宮下孝洋」、「宮下孝広」又は

「宮下貴浩」という者及び氏名の読みを「ミヤシタタカヒロ」とすると考え

られる「宮下隆裕」又は「宮下隆博」という者が存することが認められ、

これらの者も、本願商標の登録出願時から本件審決時まで現存しているも

のと推認できる。 

弁論の全趣旨によると、上記の者は、いずれも原告とは他人であると認

められるから、本願商標は、その構成のうちに「他人の氏名」を含む商標

であって、かつ、上記他人の承諾を得ているとは認められない。 

したがって、本願商標は、商標法 4 条 1 項 8 号に該当する。 

 

(2)ア これに対し、原告は、商標法 4 条 1 項 8 号の「他人」については、

承諾を得ないことにより人格権の毀損が客観的に認められるに足りる程

度の著名性・希少性等を必要とすると解すべきであると主張する。 

しかし、商標法 4 条 1 項 8 号は、自らの承諾なしに、その氏名、名称等
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を商標に使われることがないという人格的利益を保護するものである（最

高裁平成15年(行ヒ)第265号同16年 6 月 8 日第三小法廷判決・裁判集民事

214号373頁、最高裁平成16年(行ヒ)第343号同17年 7 月22日第二小法廷判

決・裁判集民事217号595頁参照）ところ、その規定上、「雅号」、「芸名」、

「筆名」及び「略称」については、「著名な」という限定が付されている一

方で、「他人の氏名」及び「名称」についてはそのような限定が付されてい

ない。同号は、氏名及び名称については著名でなくとも当然にその主体で

ある他人を指すと認識されることから、当該他人の氏名や名称の著名性や

希少性等を要件とすることなく、当該他人の人格的利益を保護したものと

解される。したがって、原告の上記主張は採用することができない。 

イ また、原告は、ファッションの分野においては、周知、著名なブラン

ドの使用者に独占排他的権利が認められてしかるべきであると主張し、① 

同程度に周知、著名性を獲得したブランドであるにもかかわらず、他人の

現存の有無といった出願人（ブランド使用者）の関与し得ない要素によっ

て承諾の要否や承諾が必要な数が異なり、登録可能性に差異が生じる旨、

② 氏名をローマ字表記する場合は、承諾の対象者が広く、他人の承諾を得

ることが困難であるから、氏名のローマ字表記が相当珍しいものでない限

り、商標登録が事実上不可能となる旨、③ 上記のようなブランドに係る商

標は、それがファッション分野の商品に使用されると、当該デザイナーの

ブランド表示として客観的に把握されるから、同じ読みの氏名の他の者を

想起、連想させるものではなく、当該他人の人格的利益が毀損されるおそ

れはない旨を主張する。 

しかし、「他人の氏名」を含む商標について原則として商標登録を受け

ることができないとし、「その他人の承諾」を得ている場合をその例外と

定める商標法4条1項8号においては、上記①及び②のようなことが一定程

度生じることは、予定されているというほかなく、そのことを直ちに公平

でないとか商標法1条の目的に反するということはできない。また、同号

が具体的な人格的利益の侵害又はそのおそれを要件として定めるもので

はないことからすると、上記③のような場合には同号に該当しないと解す

ることはできない。したがって、原告の上記主張は、前記(1)の判断を左右

するものではない。 
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３ 結論 

以上によると、本願商標が商標法 4 条 1 項 8 号に該当するとした本件審

決の判断に誤りはなく、原告主張の取消事由は認められない。 

 

第３ 検討 

 

１ 本判決の意義 

商標法 4 条 1 項 8 号（以下「 8 号」という。）は、他人の①肖像、②氏名、

③名称、④著名な雅号・芸名・筆名、⑤②～④の著名な略称（以下単に「略

称」という。）を含む商標を登録阻却事由としており、その趣旨は、人格的

利益の保護にあると解されている（最判平成16･6･8 判時1867号108頁

[LEONARD KAMHOUT]、最判平成17･7･22判時1908号164頁 [国際自由学

園]）。そうすると、自然人の氏名から成る商標は、同姓同名の他人の存在

のみをもって登録拒絶等されるようにも思われる2。特に、当該氏名があり

ふれたものである場合には、同姓同名の他人が全国各地に多数存在するこ

ととなり、その全ての者から承諾を取得することは極めて困難であること

からすると、そのような場合に当該氏名から成る商標につき商標権を取得

することは事実上不可能に近いことになろう。もっとも、デザイナー名を

ブランド名にすることが多いファッションブランドを中心に、氏名から成

る商標権取得のニーズが存在し3、これまで実務では、8 号該当性を回避す

るために、氏名をローマ字にする、ローマ字（大文字）にしたうえで氏名

 
2 なお、4 条 1 項 8 号に基づく無効審判は、商標権の設定登録日から 5 年経過後は

請求できない (商標法47条 1 項)。 

3 渕麻依子 [判批] 名経法学42号116頁 (2019年)、中川隆太郎「デザイナーが自らの

名をブランド化する自由とその危機」2020年 8 月27日 (https://www.kottolaw.com/ 

column/200827.html、2021年 3 月25日最終閲覧)、同「自己氏名商標における『他人

の氏名』の再検討－氏名権の保護とブランド名選択の自由の適正なバランス」IP ジ

ャーナル16号21頁 (2021年) を参照。友利昴「企業と商標のウマい付き合い方談義 

第38回：『氏名系商標』の登録は難しい!? ( 4 条 1 項 8 号編)」発明117巻 3 号20頁 

(2020年)、押本泰彦「著作物の題号及び芸名・グループ名と商標法」『松田治躬先生

古稀記念論文集』(2011年・東洋法規出版) 232頁 も参照。 
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間にスペースを入れずに表記する、図形と組み合わせる等の工夫4がなさ

れていた。 

かかる状況下で一昨年、知財高判令和 1・8・7 平成31(行ケ)10037 [KEN 

KIKUCHI]5 が、管見の限りはじめて、ローマ字表記等の商標につき「他人

の氏名…を含む」等として 8 号に該当すると判断したところ、本件はこれ

に続き、再びローマ字表記等の商標を同号に該当すると判断したものであ

る。前掲 [KEN KIKUCHI] では、後述のように、他人の漢字氏名をローマ

字化し、全て大文字表記にしたものを名氏の逆順にしたうえで、名氏の間

にスペースを設けていると認め得るデザイン化がなされた態様の商標が

問題となっていたところ（ 2 (2)①で詳述する。）、名氏の間がスペース等

で分断されていないものや、他の文字と組み合わされた場合については未

だその判断が明らかでないといい得る余地があった。しかし、本判決は、

名氏の間にスペースを設けず、かつ他の英文字と組み合わされた商標につ

き 8 号該当性を認めたものであり、氏名に係るブランド名の登録が著しく

困難になったといえるため、実務上のインパクトがあるように思われる。 

 

２ 従来裁判例及び本判決の位置付け 

以下では、関連する従来裁判例との関係で、本判決がどのように位置付

けられるかを検討する。 

 

（1）他人の名前に別の文字が付加されている商標が問題となった裁判例と

の関係 

① 従前の裁判例 

本願商標には、他人の名前に相当する文字列（「TAKAHIROMIYASHITA」）

に、別の文字列（「TheSoloist.」）が付加されている。そこで、同様に他人の

名前に相当する文字列（以下「他人の名前部分」という。）に、別の文字

（以下「付加部分」という。）が付加されている商標の 8 号該当性が問題と

なった裁判例を概観する。 

 
4 西村雅子「ファッション分野での知財マネジメントに関する一考察」パテント67

巻15号55頁 (2014年) を参照。 

5 同事件の評釈として、拙稿 [判批] ジュリスト1549号112～115頁 (2020年) がある。 
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まず、付加部分の存在により 8 号該当性が否定される場合と、付加部分

の存在にかかわらず 8 号該当性が肯定される場合の分水嶺を検討する好例

として、知財高判平成19･12･20平成19(行ケ)10113 [INTELLASSET GROUP] 

と、知財高判平成21･10･20平成21(行ケ)10074 [INTELLASSET] をみてみ

よう。いずれにおいても他人たる「Intel Corporation」の著名な略称「INTEL」

を含むか否かが争われているが、8 号該当性の結論が異なっているため、

いかなる要素が結論を分け得るのかを検討するうえで参考になる。 

 8 号該当性を肯定した前掲

[INTELLASSET GROUP]では、登

録商標において、他人の名前部分

にあたる「INTEL」と、「LASSET」

及び「GROUP」という付加部分が存在する事案であった。知財高裁（田中

信義裁判長）は、「INTEL」が著名であること、ロゴの「I」と「A」が他の文

字よりも約1.25倍大きく（高く）書かれているため、「INTELL」と「ASSET」

とを分けて認識させること、「INTELL」と他人の著名な略称である「INTEL」

の相違は最後の「L」一字に過ぎない微差であり、いずれも「インテル」

との称呼を生ずる綴りであること、「GROUP」は企業又は人の集まりとの

観念を生じるに過ぎないこと等を考慮して、上記登録商標に接した需要者

は、その文字部分から「資産、財産」の観念を感得するとともに、原告の

著名な略称である「INTEL」をも認識する等として、8 号該当性を肯定した。 

これに対して、8 号該当性が否定された前掲[INTELLASSET]は、登録商

標に、同じく他人の名前部分にあたる「INTEL」

と、付加部分にあたる「LASSET」が存在した

事案であった。知財高裁（中野哲弘裁判長）は、

各文字が、黒色の活字体で大きく明瞭に、かつ

同一の書体、大きさ、間隔で表されていることや、「INTELLASSET」が日

本においてなじみのない語で一見して造語と理解されること等を考慮し

て、「INTEL」は、文字列のなかに埋没して客観的に把握されずこれを想

起・連想させないために、「他人の氏名の…著名な略称を含む商標」にはあ

たらないとして、8 号該当性を否定した。 

要するに、「I」と「A」が他の文字よりも約1.25倍大きいという分離の手

がかりがあった事案では、「INTELL」と「LASSET」を分離することができ
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るとして 8 号該当性が肯定されたが（前掲 [INTELLASSET GROUP])、

「INTELLASSET」が同一書体、大きさで書かれ、かつスペース等もなく同

間隔で表されていたため、「INTEL(L)」と「LASSET」とを分離する手が

かりがなかった事案では、8 号該当性が否定されているといい得るように

思われる（前掲 [INTELLASSET]）。 

他の裁判例も、同様に、分離の手がかりがある場合には 8 号該当性を肯

定し、手がかりがない場合には 8 号該当性を否定しているようである。 

例えば、文字の種類の違いという外観における分離の手がかりがあった

事案で 8 号該当性を肯定した裁判例として、知財高判平成20･9･17平成

20(行ケ)10142 [インナートリップ靈友會インターナショナル] がある。登

録商標は、他人の名称である「霊友会」6を漢字で表し、この前後に片仮名

である「インナートリップ」と「インターナショナル」という付加部分を

設けたものであったところ、知財高裁（田中信義裁判長）は当該付加部分

を特段問題とすることなく、8 号該当性を肯定している。 

 

 

また、外観における分離の手がかりはないが、観念における分離の手が

かりがあった事案で 8 号該当性を肯定した裁判例として、知財高判平成

28･8･10平成28(行ケ)10065 [山岸一雄大勝軒] がある。出願商標は、他人

の氏名である「山岸一雄」に続けて、スペース等を設けることなく「大勝

軒」という付加部分を記載し、これらを標準文字で表すものであったとこ

ろ、知財高裁（髙部眞規子裁判長）は、付加部分を特段問題とすることな

く 8 号該当性を肯定している。「山岸一雄」は、「山岸」と「一雄」が日本

において一般的な姓と名である一方、「大勝軒」は姓や名を表す単語とは

別個の造語であると把握されるように思われるため、「山岸一雄」と「大勝

軒」の間に観念の切れ目という分離の手がかりがあったと考えられよう。

同様に、前掲最判 [国際自由学園] も、他人である「学校法人自由学園」の

 
6 登録商標では「靈」と「會」との文字が用いられ、他人である「霊友会」とは二

文字異なっているが、「靈」と「會」はそれぞれ「霊」と「会」の異体文字であると

ころ、判決は、登録商標の当該部分につき「霊友会」と実質的に同一のものである

としており、このことは商標権者である原告も争っていない。なお、「霊友会」が他

人のフルネーム、すなわち正式名称であることについては、(2)③で後述する。 



判例研究 

324 知的財産法政策学研究 Vol.59(2021) 

略称である「自由学園」に、これと同

書体の「国際」という付加部分がスペ

ース等なく設けられた登録商標につ

き、付加部分を特段問題とすることなく、他人の「略称」を含む商標であ

るとしている。「国際自由学園」は「国際」、「自由」、「学園」という 3 つの

名詞の複合語であるが、「国際」という名称は日本において様々な団体等

の名前に付加されており、これに続く語が「国際的」であることを示す極

めて一般的な名詞であるため、この部分と、「自由学園」の部分に観念の切

れ目という手がかりがあったと考えられるだろう7 8。 

さらに、他人の名前部分が他人を示すものとして極めてよく知られてい

たこと、及び観念や外観において付加部分の印象が弱いこと等という分離

の手がかりがあった事案で 8 号該当性を肯定した裁判例として、東京高判

昭和53･4･26判タ364号274頁 [SONYAN] がある。登録商標は、国内外で極

 
7 「含む」該当性を肯定した結論に賛成する横山久芳 [判批] 判例時報1962号 〔判例評

論580号〕 193頁(2007年)を参照。他方、当該最判の原審 (東京高判平成16・8・31平

成16(行ケ)168 (北山元章裁判長))は、登録商標である「国際自由学園」は、通常、

学校の名称を表示する一体不可分の標章として称呼、観念されるものと認められる

こと、及び他人たる「自由学園」が周知性を獲得しているとはいえないことを考慮

して、需要者である学生等において、本件商標中の「自由学園」に注意を惹かれ、

それが原告の一定の知名度を有する略称を含むものと認識するとは認められない

として、8 号該当性を否定している。 

8 その他、名前部分より付加部分が小さいという外観上の手がかりのみならず、観

念上の手がかり (団体の種類を表すに過ぎない部分と、団体の名称を表すものと理

解できる部分という観念の違い) も存在した事例として、他人の名前部分である「日

本美容医学研究会」に、「財団法人」との付加部分が設けられた登録商標の 8 号該当

性が問題となった東京高判平成13･4･26平成12(行ケ)345 [財団法人 日本美容医学

研究会] もある。この事件の主要な争点は、(2)③で後述するとおり、8 号該当性判

断にあたって、登録商標が含むのは、他人側に著名性を要求することなく登録を阻

却する「名称」か、それとも著名性を要求する「略称」かという点であったところ、

東京高裁 (山下和明裁判長) は、付加部分「財団法人」の存在によって 8 号該当性を

否定するか否かに関しては明示的な判断をなしていない。しかし、同判決は、この

点につき「略称」に準ずると解したうえで、著名性を審理判断することなく結論を

導いた審決を取り消したものであるため、当該付加部分の存在によって 8 号該当性

を否定しないとの判断を前提にしていると考えられるだろう。 
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めて著名な「SONY」というソニー株式会社の略称9に続けて、「AN」とい

う付加部分が、ゴシック体という同一書体を用いて、同一の大きさで、一

連にて表されるものであったところ、東京高裁（荒木秀一裁判長）は、6 文

字中語頭からの 4 文字が他人の著名な略称である顕著な造語表示「SONY」

であるのに対し、付加部分「AN」は「……の」「……の性質の」「……人」

の意の語を形成する場合にしばしば用いられる形容詞及び名詞の接尾辞

であって、日本での英語の知識の普及度からして、かかる語意を直感する

にとどまる者が多いこと等に鑑み、8 号該当性を肯定した。 

これらに対して、分離の手がかりがなかった

事案で、8 号該当性を否定した裁判例として、知

財高判平成24･1･30平成23(行ケ)10190 [メルク

ス] がある。問題となった登録商標は、他人であ

る「メルク コマンデイトゲゼル シャフト アウ

フ アクチエン」の著名な略称「メルク」に、これと同書体の「ス」という

付加部分がスペース等なく設けられ、かかる片仮名表記の上に「MERX」

との付加部分も設けられていたものであったところ、知財高裁（塩月秀平

裁判長）は、比較的少ない文字数から成るため「ス」の文字の有無が外観

全体に与える影響が大きいこと、同一書体、大きさ、間隔で横書きされて

いること、上段の欧文字部分から「メルク」を独立して看取することはで

きないこと等を考慮して、「メルクス」は需要者に一体として看取され、

「メルク」を独立して看取することができないため、他人の著名な略称を

含むものではないとして 8 号該当性を否定した。「メルクス」は片仮名の

みで構成される短い単語であったため、漢字のように観念の切れ目を看取

することができなかったうえ、上段の「MERX」から「メルク」という称

呼が生じず、むしろ「メルクス」との称呼を生じるものであるという意味

で、分離しないで把握する手がかりすらあった事案と考えられるだろう。 
 

 
9 なお、商標中の他人の名前部分は「SONY」であり、他人の正式名称は「ソニー株

式会社」であるため、商標中の他人の略称は、「ソニー」そのものではなく、その欧

文字表記であるが (平成14年の商業登記規則等の改正までは、商号の登記について

ローマ字を用いることができなかったことも参照)、東京高裁は、他人たるソニー株

式会社が、「SONY」という欧文字からなる造語標章を継続的に使用して来たこと等

に基づき、他人の「略称」と認めているようである。 
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② 小括 

以上のとおり、従来裁判例は、他人の名前部分に付加部分が組み合わさ

れた商標の 8 号該当性判断において、名前部分と付加部分を分離する何ら

かの手がかり（文字の大きさ、観念の相違、他人の著名性＋付加部分の観

念・外観上の印象の弱さ等）がある場合には 8 号該当性を肯定し、かかる

手がかりがない事案では 8 号該当性を否定しているといえよう。 

そうすると、本判決が、他人の名前部分である「TAKAHIROMIYASHITA」

に、「TheSoloist.」という付加部分を設けた態様の本願商標について、付加

部分の存在にかかわらず 8 号該当性を認めたことは、従来裁判例に沿った

判断といえるように思われる。すなわち、本判決も述べるとおり、本願商

標の他人の名前部分は、子音と母音の規則的な並び方からローマ字表記と

看取されるのに対し、付加部分は、子音と母音の並び方からローマ字表記

ではないアルファベットで構成されていると看取できること、他人の名前

部分が全て大文字で構成されているのに対し、付加部分のうち「The」と

「Soloist.」はそれぞれ最初の文字を除き小文字で構成されていること、「タ

カヒロ」読みの名前と「ミヤシタ」読みの姓氏は、それぞれ日本において

一般的な名と姓である一方、「TheSoloist.」は名や姓を表す単語とは別の英

語表記で、日本でもよく知られている定冠詞「The」から始まるものであ

ること、日本においては、パスポートやクレジットカードなどで、氏名を

ローマ字化し、全て大文字表記にしたものを名氏の逆順にする記載が広く

行われていること等といった種々の分離の手がかりが存在する事案であ

った。そのため、付加部分にかかわらず 8 号該当性を認めた判断は、従来

裁判例の流れに沿ったものといえよう。 

 

（2）他人の正式な名前に変更が加えられた商標が問題となった裁判例との

関係 

① 漢字の人名がローマ字に変更された商標が問題となった裁判例 

既に述べたとおり、本願商標には、他人の戸籍上の正式な氏名と思われ

る「宮下孝洋」や「宮下隆寛」等そのものではなく10、これをローマ字化

 
10 本判決が、これらにつき他人の戸籍上の氏名であるとの認定をなしているわけで

はない。例えば、パソコンにおける文字入力に制限があるために、異字体を用いて
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したうえで、全て大文字表記にしたものを名氏の逆順にし、さらに逆順化

した名と氏の間にスペース等を設けずに表すといった種々の変形が施さ

れた態様のものが含まれていた（日本人の氏名にローマ字を用いることが

できないことについては、戸籍法50条 1 項、同 2 項、戸籍法施行規則60条

を参照）。 

同様に、他人の氏名につきローマ字

化及び逆順化という変形が施された態

様の表記が含まれる出願商標の 8 号該

当性が問題になった裁判例として、前

掲[KEN KIKUCHI]がある。知財高裁（鶴岡稔彦裁判長）は、当該出願商標

の左端の「K」の文字の右斜め下に向かう線が、左から 2 文字目の「E」の

下部に沿って、同 3 文字目の「N」の右端の線の下端にほぼ接する位置ま

で伸びており、また右端の「I」の文字の終端から左方向に伸びた線が、右

から 2 文字目の「H」から同 6 文字目の「I」までの各下部（「IKUCH」部

分の下部）に沿って、同 7 文字目（左から 4 文字目）の「K」の左端の線

の下端にほぼ接する位置まで伸びているため、外観上、「KEN」部分と

「KIKUCHI」部分に区別して認識されること、日本においては、パスポー

トやクレジットカードなどで、氏名をローマ字化したものが記載されるな

ど、氏名をローマ字化することは少なくないこと及びその場合には名氏を

逆順化することが一般的であり、パスポートやクレジットカードのように

全てを大文字で記載することも少なくないこと、「キクチ」読みの姓氏と、

「ケン」読みの名前がそれぞれ日本人にとってありふれたものであること

を考慮して、他人の名前部分に種々の変形がなされていたにもかかわらず、

出願商標の 8 号該当性を肯定した。 

これに対して、本願商標は、名前にあたる「TAKAHIRO」と、姓氏にあ

 

いるといった可能性はあり得るであろうが、このような場合に「氏名」該当性が否

定されることはないであろう。パソコンでの入力が困難な漢字を氏名中に持つ者は、

人生の様々な場面においてパソコンでの入力が容易な異字体を用いていると考え

られるため、かかる異字体を用いた氏名も、戸籍名と実質的に同一の氏名といえる

ように思われるためである(前掲注 6 で述べたとおり、他人の名称にあたる部分が

異字体で表されていた登録商標につき、実質的に他人の名称と同一とした前掲 [イ

ンナートリップ靈友會インターナショナル] も参照)。 
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たる「MIYASHITA」が、標準文字で、スペース等のない表記であった点で

前掲 [KEN KIKUCHI] よりも「名」と「氏」を別々に把握しにくい態様で

あった。しかし、本判決は、既に述べたように、「タカヒロ」読みの名前と

「ミヤシタ」読みの姓氏が、それぞれ日本において一般的な姓と名であるこ

とや、パスポートやクレジットカードなどで、氏名をローマ字化し全て大

文字表記にしたものを名氏の逆順にする記載が広く行われていること等を

考慮して、同様に本願商標の 8 号該当性を肯定している。日本においてあ

りふれた姓と名につき、ローマ字化、大文字化及び姓と名の逆順化といっ

た変形がなされた場合であっても、「氏名」にあたるとする点で、前掲 [KEN 

KIKUCHI] を踏襲しつつ、さらに名と姓の間を区別する外観上の手がかり

がないという事情が加わっていたという事案で、やはり「氏名」該当性を

認める判断をなしている点で、前掲 [KEN KIKUCHI] からさらに一歩、8 号

該当性を認める範囲を拡大した判断を示したものといえよう。このように、

少なくとも漢字の人名がローマ字に変換された事案に関する裁判例は、管

見の限り本判決でようやく 2 件目を数えるに止まるが、その 2 例に関する

限り、裁判例には整合的な流れがあるといってよいように思われる。 

 

② 正式な名前から一部省略がなされていた商標が問題となった裁判例 

もっとも、漢字の人名をローマ字化するという変更がなされた事案に限

ることなく、より広い範囲に視野を拡げて従前の裁判例を検討する場合に

は、裁判例の趨勢は 8 号該当性の点でもう少し謙抑的なところにあり、前

掲 [KEN KIKUCHI] や本判決のほうがむしろ例外のほうに属することが

分かる。 

第一に、他人の正式名称である会社の商号から、法令上その記載が要求

されている11「株式会社」との表記部分が省略された商標が

登録されているという事案を扱った最高裁判決として、最判

昭和57･11･12民集36巻11号2233頁 [月の友の会] がある。こ

の事件の他人の正式名称は「株式会社月の友の会」であると

ころ、登録商標はそこから「株式会社」の部分を省いた「月

の友の会」であった。最高裁は、当該登録商標は他人の名称

 
11 当時の商法17条 (＝現在の会社法 6 条に相当)。 
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である「株式会社月の友の会」の「略称」に過ぎないとして、他人側に著

名性を要求し、結論としてこれを認めず 8 号該当性を否定した原判決を維

持している12。 

第二に、他人の正式な氏名から、ミド

ルネームの表記を省略した態様の登録

商標を扱った裁判例として、東京高判平成14･12･26平成14(行ケ)151 

[CECIL McBEE ①] がある。東京高裁（山下和明裁判長）は、「CECIL 

McBEE」との欧文字を横書きし「BEE」の下に「セシル マクビー」との

片仮名文字を配する登録商標が、ミドルネームを含むフルネームが

「CECIL LE ROY MC BEE」である他人の氏名の「略称」を含む商標に過ぎ

ないとして、他人側に著名性を要求することにより、8 号該当性を否定し

ている。外国人の場合、ミドルネームが存在したとしても、通常はラスト

ネーム（姓）とファーストネーム（名）を主として使用するように思われ

るため13、ファミリーネームとファーストネームが含まれていれば「他人

 
12 反対：平尾正樹『商標法』(第 2 次改訂版・2015年・学陽書房) 163頁。また、最

高裁判決の結論には反対しないものの、フルネームから法人の種類を示す部分を除

いた部分が他人のみを指し示すものとして機能している場合に、「名称」該当性を認

める可能性を示唆するものとして、関根秀太 [判批]『知的財産法最高裁判例評釈大

系Ⅱ 意匠法・商標法・不正競争防止法』(小野昌延喜寿・2009年・青林書院) 278～

289・281頁がある。なお、前掲最判 [月の友の会] が出される前は、法令上要求され

る団体の種類を指す名称を取り除いたものが「名称」にあたるのか「略称」にあた

るのかにつき裁判例が分かれていたことについては、田村善之「判例で考える商標

法 6 会社の商号と登録商標権」発明91巻 9 号107頁 (1994年) 、同『商標法概説』(第 

2 版・2000年・有斐閣) 217頁等や、谷口由記 [判批]『判例商標法』(村林隆一還暦・

1991年・発明協会)166～168頁、小橋馨 [判批]茶園成樹＝田村善之＝宮脇正晴＝横

山久芳編『商標・意匠・不正競争判例百選』(第 2 版・2020年・有斐閣) 20～21頁を

参照。 

13 実際、当該東京高裁判決も、「他人」側が提出した証拠から「米国の法律上、ある

人物を特定するために必要な名前の要素がファーストネームとラストネームであ

る」ということを読み取り得ることに言及はしている。また、例えば、本件の「他

人」であった「CECIL LE ROY MC BEE」が参加していると思われる JAZZ の CD に

関する説明をなす日本語のウェブサイトで、実際に同人について「セシル・マクビ

ー」と表記されている (https://diskunion.net/jazz/ct/detail/1008126698、2021年 3 月25日

最終閲覧)。 
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の氏名」を含むとの解釈もなし得るとも考えられる。そうであるにもかか

わらず、ミドルネームを含まない場合には「略称」であると解した理由に

ついて、東京高裁は「『他人の氏名』がフルネームでなければならないとさ

れているのは、名や氏のみでよいとすると、8 号の保護範囲が広がりすぎ、

商標権の取得が過度に妨げられる結果を招く」からであり、かかる見地か

らすると、「『他人の氏名』であるフルネームに当たるか否かの判断に当たっ

ては、厳格な取扱いをすべき」である旨述べている14。 

 

③ 正式な名前に何ら変更が加えられていなかった商標が問題となった

裁判例 

他方、②で述べた裁判例の解釈の下でも、問題となっている商標が他人

の正式な名前そのものを含む場合にまで、「氏名」や「名称」該当性を否定

することで他人側に著名性を要求できるわけではない。 

例えば、会社法 6 条に相当する規律がなく、その商号

に「株式会社」に相当する文言（「Société Anonyme」等）

を付す必要がないとされたフランス15で設立された株

式会社が「他人」であった、東京地判平成13･7･18平成

12(行ケ)257 [Carrefour] (篠原勝美裁判長）では、登録

商標につき、同国会社法下での正式「名称」である株式

会社の商号「Carrefour」を含む商標であるとされてい

る。同様に、「他人」が外国の福祉･文化･教育機関であった知財高判平成

19･3･28平成18(行ケ)10525 [MEN-TSEE-KHANG] (篠原勝美裁判長）でも、

出願商標につき、かかる「他人」の「Men-Tsee-Khan」との「名称」を含む

として、他人側に著名性を要求せずに 8 号該当性が肯定されている（前述

したように、登録商標のほうに付加部分があった事例であるが、「他人」が

会社法 6 条に相当する規律のない宗教法人であった前掲 [インナートリッ

プ靈友會インターナショナル] も同旨）。「株式会社」を含む「池田物産株

式会社」という出願商標につき、他社の「池田物産株式会社」という「名

 
14 反対：渋谷達紀『知的財産法講義 Ⅲ』(第 2 版・2008年・有斐閣) 386頁、関根／

前掲注12・278頁。 

15 「他人」の設立時である1974年当時の法である。 
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称」を含む商標であるとして、他人側に著名性を要求せず 8 号該当性が肯

定された（東京高判昭和44・5･22判タ237号309頁 [池田物産株式会社] (服

部高顕裁判長)）のは、当然の取扱いといえよう（同旨、知財高判平成21･

5･26判時2047号154頁 [末廣精工株式会社] (滝澤孝臣裁判長)、知財高判平

成21･2･26平成20(行ケ)10309 [株式会社オプト] (中野哲弘裁判長))16。 

同様に、正式な名前（戸籍上の氏名）において、当然ながら何らの付記

も要求されない、日本人の氏名が問題となった知財高判平成28･8･10平成

28(行ケ)10066 [山岸一雄] (髙部眞規子裁判長)17でも、日本人の戸籍上の

氏名そのものと思われる（注10を参照）「山岸一雄」を標準文字で表す出願

商標につき、他人側に著名性を要求することなく 8 号該当性が肯定されて

いる（争点とされていないが、外国人の氏名に関する前掲最判 [LEONARD 

KAMHOUT] も参照18)。 

 

ところで、前掲最判 [月の友の会] が、8 号の場面で「株式会社」の文字

に重大な意義を求めて19他人側に著名性を要求していることについては、

その背後に 8 号が悪用される可能性を防ぐという趣旨があるのではない

 
16 前掲 [末廣精工株式会社] 及び前掲 [株式会社オプト] について、出願商標が「株

式会社」を省略したものであったならば、いずれの事案でも他人に著名性を認めが

たいがゆえに、8 号により拒絶されることはなかったにもかかわらず、あえて「株

式会社」を含む商標を出願した者を保護する理由は見出しがたい旨述べるものとて、

宮脇正晴「商標法 4 条 1 項 8 号の解釈における基礎的問題の考察」L&T 49号57頁 

(2010年) がある (前掲 [末廣精工株式会社]については、同[判批]速報判例解説Vol. 

6・262頁 (2010年) も参照）。 

17 出願人及び原告が同じ前掲 [山岸一雄大勝軒] でも、「山岸一雄大勝軒」を標準文

字で表してなる商標登録出願につき、同様の判断がされている。 

18 同最判を、ミドルネームを含まない場合でも「略称」ではなく「氏名」と解して

いると考えるものとして、渋谷・前掲注14・386頁を参照。同最判及び前掲最判 [国

際自由学園] について、出願人にとってその名称を使わねばならない必然性がなか

った事案であったことを指摘する、渕麻依子「自然人の名称と商標」同志社大学知

的財産法研究会編『知的財産法の挑戦Ⅱ』(2020年・弘文堂) 305頁も参照。 

19 ちなみに、場面を異にする商標法 4 条 1 項11号の類似性判断においては、「株式

会社」部分を除いて考えるのが通例であった (田村／前掲注12発明107頁、同・前掲

注12商標法概説218頁等を参照)。 
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かと推測する学説がある20。すなわち、商標登録に比して商号を取得する

ことははるかに容易であるため21、かかる制度間の齟齬を奇貨として他者

が出願しようとする商標と同一の商号を得ることにより、他者の商標出

願・登録につき登録阻却事由に該当させるという形で 8 号を悪用する者が

現れ得る22。実際、前掲最判 [月の友の会] は、原審23の認定に従うと、商

標権者は大正13年頃から寝具類を販売し、昭和29年頃から当該商標を使用

していた者であるのに対して、他人たる株式会社月の友の会の設立年は昭

和36年であり、元々当該商標権者から寝具類を買い受けていたに過ぎない

者であり、他人たる「株式会社月の友の会」が、一定程度信用が化体した

取引先の「月の友の会」という名前を自身の商号に用いた事案であった24。

そのため、会社の商号についてはその存在のみで登録阻止事由である 8 号

を発動することは回避すべきであり、これを実現する方策として、会社の

商号をなるべく 8 号中の「名称」ではなく「略称」のほうに入れ込むため

に、商標法 4 条 1 項11号の場面と異なり、「株式会社」に重要な意味を持た

せているというのである25。会社の商号には、必ず「株式会社」等、会社

 
20 田村／前掲注12発明107～108頁、同・前掲注12商標法概説218～219頁。この見解

は、注19で述べたような 4 条 1 項11号における通常の取扱いとは異なる判断を、4 

条 1 項 8 号の場面で最高裁がなした背景に、本文で述べたような意図を推測する。 

21 商号登記の審査に際しては、具体の出所混同が問われることがなく、ただ営業所 

(会社の場合は本店) の所在場所に同一の既登記の商号がある場合に、それと同一の

商号の申請が却下されるに過ぎない (商業登記法27条) ことにつき、田村善之「商号

等の不正使用行為に対する規律 (商法12条･会社法 8 条) をめぐる一考察」『民商法の

課題と展望』(大塚龍児古稀・2018年・信山社) 5 頁を参照。月の友の会事件当時は、

もう少し要件が厳しく、同市町村内において同一の営業のために既登記の商号があ

る場合に、それと同一ないし判然区別することができない商号の申請が却下される

というものであった (当時の商法19条・商業登記法27条) が、それでも商標登録に比

べれば簡便であることに変わりはなかったことについて、田村／前掲注12発明107

頁、同・前掲注12商標法概説218頁を参照。 

22 田村／前掲注12発明108頁、同・前掲注12商標法概説218頁。網野誠『商標』(第 6 

版・2002年・有斐閣) 334～335頁も参照。 

23 東京高判昭和56･11･5 民集36巻11号2251頁。 

24 同様の指摘につき、田村／前掲注12発明108頁、同・前掲注12商標法概説218～219頁。 

25 田村／前掲注12発明108頁、同・前掲注12商標法概説219頁。 
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の種類を示す表記が必要となるところ（注11を参照）、出願される商標に

はこの会社の種類を示す部分が通例含まれていないので、前掲最判 [月の

友の会] のような取扱いの下では、大半の事例で、出願商標は 8 号中の「略

称」を含むものと分類されることとなり、結果的に、著名性が要求される

ことになる。そして、この著名性のところで商標法 4 条 1 項10号の「需要

者の間に広く認識される」という要件26と同程度のものを要求する27ことと

すれば、少なくとも会社の商号に関しては、事実上、制度間の齟齬を回避

できるというのである28。そして、裁判例のなかには、かかる学説の指摘

を受け止めたのではないかと推測し得るものがある。それが、登録商標が

他人の正式名称そのものを含んでいたにもかかわらず、「略称」に準ずる

ものを含むなどと解して、他人側に著名性を要求する解釈をなした前掲 

[財団法人 日本美容医学研究会] 

である。東京高裁（山下和明裁判

長）は、「他人」である権利能力な

き社団の正式名称である「日本美容医学研究会」が記載された登録商標に

ついて、法人との均衡及び 8 号を利用して法人の名称の登録を阻止するた

めに権利能力なき社団が濫用的に用いられるおそれを指摘して、「略称」に

準ずるものを含むと解して、他人側に著名性を要求すると解した29。 

 
26 商標法 4 条 1 項10号における「需要者の間に広く認識されている」の意味につき、

田村・前掲注12商標法概説52～56頁。 

27 なお、前掲最判 [国際自由学園] は、8 号の著名性判断においては「常に、問題と

された商標の指定商品又は指定役務の需要者のみを基準とすることは相当でなく、

その略称が本人を指し示すものとして一般に受け入れられているか否かを基準と

して判断されるべき」としたうえで、原審が登録商標の指定役務の需要者である学

生等の間における認識を問題にして、学生等において広く認識されていないことを

主たる理由として 8 号該当性を否定したことに反対し、教育関係者を始めとする知

識人の間でよく知られていたために、著名性を認める余地もあるとして、原判決を

破棄し、差戻判決をなしている。 

28 以上につき、田村／前掲注12発明108頁、同・前掲注12商標法概説219頁。 

29 他方、人格的利益の侵害に基づき権利能力なき社団の名称である「医療過誤原告

の会」の使用差止等が求められた事案における、被告の登録商標使用の抗弁につい

ての判断ではあるが、8 号の趣旨に鑑み、他人たる原告の名称である「医療過誤原告
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④ 小括 

以上のとおり、従来裁判例は、他人の正式な名前から「株式会社」やミ

ドルネームが省略されていれば、「氏名」や「名称」該当性を認めず、他人

側に著名性を要求する「略称」であると解したうえで、当該著名性を認め

ずに 8 号該当性を否定していたが（前掲最判 [月の友の会]、前掲 [CECIL 

McBEE ①]30）、他人の正式な名前である場合には、「氏名」や「名称」該

当性を認めていた（前掲 [池田物産株式会社]、前掲 [Carrefour]、前掲 

[MEN-TSEE-KHANG]、前掲 [インナートリップ靈友會インターナショナ

ル]、前掲 [末廣精工株式会社]、前掲 [株式会社オプト]、前掲 [山岸一

雄])31。他方、他人の正式名称を含んでいるにもかかわらず、法人との均

 

の会」につき原告の承諾なくして被告が商標登録をなしたとの事実関係においては、

かかる抗弁は権利濫用として認められないとした裁判例もある (東京地判平成20･5･

21判時2025号76頁 [医療過誤原告の会] (髙部眞規子裁判長))。当該裁判例は、他人が

権利能力なき社団の場合に著名性を要求せず 8 号該当性を認める立場とも考え得る

が、当該判決が扱ったのは内部分裂に係る事案であり、医療過誤原告の会が分裂し

た際に、同会を承継したのはむしろ「他人」にあたる原告であるとの認定がなされて

いることに鑑みると、「他人」側に 8 号濫用のおそれがないことはもちろん、むしろ

商標権者側に悪性があった事案と考えられる。そのため、「他人」側に 8 号悪用のお

それがある場合には、別論が成り立ち得ると考えることも可能ではないだろうか。 

30 前掲 [CECIL McBEE ①] で問題となった他人の名前は、株式会社や権利能力なき

社団の名前ではなく、自然人の氏名である。そして、自然人の氏名は、少なくとも

日本においては、出生時に定まった氏名を変更することが容易ではない (戸籍法107

条及び同条の 2 参照) ために、他人側に 8 号の悪用のおそれがあるとは考えにくい。

そうであるにもかかわらず、東京高裁は、②で述べたように「氏名」該当性につい

て謙抑的な抽象論を述べたうえで、ミドルネームを含まない場合に「他人の氏名」

該当性を否定しているのである。そのため、同判決は、他人により 8 号が悪用され

るか否かにかかわらず、他人側に著名性を要求することなく登録を阻却する「氏名」

該当性を認めることについて、謙抑的な立場と考えられよう。 

31 これらの裁判例のうち、前掲 [Carrefour]、前掲 [インナートリップ靈友會インター

ナショナル] 及び前掲 [MEN-TSEE-KHANG] については、他人側に 8 号の悪用可能性

があった事案ではなかったため (前掲 [Carrefour] と前掲 [インナートリップ靈友會

インターナショナル] においては、他人よりも商標権者側の設立が遅いうえ、他人側

が一定程度知られていたといい得る事案であったようであるため、商標権者が一定程
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衡及び 8 号濫用のおそれを考慮して、他人側に著名性を要求する解釈をな

す裁判例も存在した（前掲 [財団法人 日本美容医学研究会]）。 

そうすると、従来裁判例は、少なくとも他人の名前と僅かにでも違いが

あれば（時には違いがなくとも）、「氏名」や「名称」該当性を認めず、他

人側に著名性を要求する「略称」等と解していたといえよう。このような

流れのなかで、出願商標が含むのは、他人の戸籍上の正式な氏名ではない

ローマ字化等の変更がなされたものであったにもかかわらず、他人側に著

名性を要求することすらせずに 8 号該当性を認めた前掲 [KEN KIKUCHI] 

と本判決の姿勢は、かかる流れに対して逆行するものと位置付けられよう。 

 

３ 検討 

（1） 8 号が保護する人格的利益の具体的内容及び「略称」等に著名性が要

求される趣旨 

本判決の検討を行う前提として、まず 8 号が保護する人格的利益の具体

的内容がいかなるものであるかを検討する。 

前掲最判 [国際自由学園] は、8 号の趣旨が人格権保護にあることを前提

としたうえで、その具体的内容は「自らの承諾なしにその氏名、名称等を

 

度知られた他者の名称を認識したうえで出願した可能性が存し、前掲 [MEN-TSEE-

KHANG] の出願人は認識したうえで出願している。ただし、前掲 [Carrefour] は、抽

象論として、8 号は、商標権者が出願時において他人を知っていたかは問わない旨

述べている。）、前掲 [財団法人 日本美容医学研究会] のように条文上不自然な解釈

をしてまで他人側に著名性を要求する必要がなかったと考えることも可能かもし

れない。かかる理解を前提とすると、同様に、他人が自然人であるために 8 号の悪

用可能性が存しないと考えられる事案で、他人側に著名性を要求せず 8 号該当性を

認めた前掲 [山岸一雄] の位置付けが問題となるが、自然人の氏名 (戸籍上の正式な

氏名と思われるもの) の場合、人格的利益の付着の度合いが大きいため、著名性を

要求することなく 8 号該当性を認めているのだという説明もあり得るだろうか (な

お、前掲注30も参照)。 

以上に対して、他人たる「池田物産株式会社」の設立時期が、出願人である原告

よりも約 8 年遅かった事案を取り扱った前掲 [池田物産株式会社] だけは、他人側に 

8 号の悪用のおそれを認め得る事案と考えられ、かつ自然人の正式な氏名が問題と

なったものでもないため、かかる観点からの説明をなし得ない。 
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商標に使われることがない利益」であると述べている32。また、略称も、

一般に氏名、名称と同様に本人を指し示すものとして受け入れられている

場合には、同様に保護に値すると述べている。 

しかし、8 号は登録阻却事由に過ぎず、これに該当したところで、商標

登録が認められないという以上の意味は持たない。すなわち、8 号に該当

するために商標登録を得られなかった者が、他人の氏名等を含む商標につ

き商標登録を得ることなく商標として使用することまでを阻めるわけで

はない33。したがって、前掲最判[国際自由学園]のように、8 号をして名称

等を商標として使われない利益を保護するものと捉えることは正鵠を射

ていないように思われる。 

むしろ、8 号は商標登録を否定する効果を有するものであるのだから、

商標登録自体によって引き起こされる人格的利益への影響に焦点をあて

た議論をなすべきであろう34。人は、自己の名前が第三者に無断で出願さ

れ登録されるに至る場合には、端的にその登録がなされていること自体に

より、嫌悪、羞恥、不快等の精神的な不利益35を受ける場合があるという

ことは否めないように思われる。そうだとすると、8 号は人が商標登録か

ら感じるこうした何がしかの人格的な不利益に配慮して、承諾なき商標登

録を認めないことにしたのだと理解することができるだろう。 

 
32 宮脇／前掲注16 [判批]260頁、同「芸能人と芸名をめぐる法律問題」法学教室479

号52頁 (2020年)、 茶園成樹「商標法 4 条 1 項 8 号の人格的利益の保護－氏名権を中

心に－」パテント67巻 4 号 (別冊11号) 46頁 (2014年) 等も参照。注36において後述

する宮脇／前掲注16 L&T 54頁、同 [判批]『続・知的財産法最高裁判例評釈大系』(小

野昌延追悼・2019年・青林書院) 41～42頁も参照。 

33 島並良 [判批]『平成17年度重要判例解説 (ジュリスト増刊1313号)』 285頁(2006

年)、同 [判批] 前掲注12小野喜寿506頁 、上野達弘 [判批]中山信弘＝大渕哲也＝茶

園成樹＝田村善之編『商標・意匠・不正競争判例百選』(2007年・有斐閣) 23頁。対

して、最判が述べる「使われる」とは、「商標登録の場面で…使用されない利益」で

あると善解するものとして、横山／前掲注 7・189・194頁の注 3 がある。 

34 登録自体から生じる不利益を問題にするように思われるものとして、古関宏『商

標法概論－制度と実務－』(2009年・法学書院) 191頁、横山／前掲注 7・189・194頁

注 3 を参照。島並／前掲注33重判285頁、同／前掲注33小野喜寿507頁も参照。 

35 他人により商標として使用されることについて述べるものであるが、松尾和子 

[判批] 民商法雑誌89巻 2 号255頁 (1983年) を参照。 
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もっとも、8 号によって使用を阻むことができないからといって、商標

権者に商標として使用されることが同号の保護法益に何ら関係しないと

までいう必要もないだろう。商標法が登録主義を採用している趣旨は、商

標権の庇護を与えることで、登録商標の使用を促進するところにある（登

録商標の発展助成機能)36。そうだとすれば、8 号は、登録によって商標の

使用が促進され、人格的利益の毀損が拡大することを防ぐという目的をも

有していると捉えることができるだろう37。 

ところで、雅号、芸名、筆名、略称等が 8 号で保護されるためには著名

性が必要とされているのは38、戸籍簿や登記簿で確定される氏名や株式会

 
36 渋谷達紀『商標法の理論』(1973年・東京大学出版会) 24～26頁、網野誠「相抵触

する登録商標と周知商標が併存する場合の法的取扱いについて」同『商標法の諸問

題』(1978年・東京布井出版) 95～96頁、田村・前掲注12商標法概説11頁。なお、か

かる観点から最判の立場に賛成するものとして、宮脇／前掲注16 [判批]260頁、茶

園／前掲注32・46頁 等があり、また商標登録それ自体による人格的利益侵害の可能

性は否定しないものの、使用による人格的利益の侵害も 8 号が問題とするする人格

的利益侵害に含まれるとするものとして、宮脇／前掲注16 L&T 54頁、同 [判批] 前

掲注32小野追悼 41～42頁がある。 

37 上野／前掲注33・23頁を参照。前掲最判 [国際自由学園] を引用しつつ、商標登録

されることによって人格的利益が害される旨を述べる前掲 [株式会社オプト]、前掲 

[山岸一雄大勝軒]、前掲 [山岸一雄] も参照。前掲 [インナートリップ靈友會インタ

ーナショナル] が、出願人の利益が「登録と使用」に係るものである旨述べている

ことも参照。他方、前掲 [株式会社オプト] 等を引用しつつ、商標登録を受けること

自体により人格的利益侵害があるとみなしたとする小野昌延＝三山峻司『新・商標

法概説』(第 2 版・2014年・青林書院) 148頁も参照。前掲 [山岸一雄] を、8 号におい

て保護されるべき人格的利益について、商標登録されることそれ自体を問題とする

立場を補強するものと評価する渕／前掲注 3・15頁も参照。 

38 問題となる人格的利益よりも、出願人側の予測可能性 (選択の自由度が高いゆえ

にバッティングする可能性が高い場合にはこれが害される。) を優先すべきとの理

由で著名性が要求されているとするものとして、宮脇／前掲注16[判批]262頁、同／

前掲注16 L&T 56頁、同／前掲注32小野追悼42～43頁がある 。同説は、他人が団体の

名称である場合は、芸名等と同様に選択の自由度が高く、第三者の出願商標とバッ

ティングする可能性が高いために (対して、西村雅子『商標法講義』(2010年・発明

協会) は「氏名については、同姓同名の者が、法人の名称の一致よりも、多数存在す

ることが想定される」とする。）、氏名よりも団体の名称のほうが出願人の予測可能
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社の名称等に比して、その設定に恣意性がある39ため、8 号を悪用して、出

願人等の登録を阻害することを防止する必要があるためであろう40。また、

雅号、芸名、筆名、略称等は、変更可能である分、（雅号その他のほうの変

更をするのではなく）あえて商標登録のほうを否定するからには、雅号そ

の他のほうに、商標取得者の利益に優先させるに値するより大きな利益が

付着していることを要求する41ために、特定人を指し示すものであること

 

性が害されるために「名称」については可能な限り厳格に解すべきとする。 

たしかに、他人における選択の自由度という観点からは、団体の名称のほうがバ

ッティングする可能性が高いのかもしれないが、選択の自由度があるゆえに、仮に

バッティングしたとしても出願人のほうで別の名称を容易に選択し得るという意

味では、その回避が比較的容易とも言い得る。他方、氏名については、他人におけ

るその選択の自由度はないものの、同姓同名の者が多数存在することは周知の事実

である一方、出願人が自己の氏名について商標登録出願をなす場合には、団体の名

称に比して別の名称を選択することに心理的抵抗がある出願人が多いであろうこ

とが想定され (何人も自己の氏名や名称に関して商標権を取得し、その下で営業活動

を営むことに強い利益を有していることを指摘する横山／前掲注 7・189頁を参照）、

出願人においてバッティングを回避することは容易といえないようにも思われる。

かかる点、及び注51で後述するとおり少なくともローマ字化等した氏名については、

バッティング可能性が飛躍的に高まるという点に鑑みて、著名性要求の趣旨につき

出願人の予測可能性 (バッティング可能性の高さ) を考える説に立つ場合であって

も、少なくともローマ字表記の「氏名」については、著名性を要求することなく「氏

名」該当性を認めることにつき謙抑的に考えることも可能ではないだろうか。 

39 特許庁編『工業所有権法 (産業財産権法) 逐条解説』(第21版・2020年・発明協会) 

1509頁等。なお、商号やその他の名称についても自由に選定し得るため恣意的であ

る旨述べるものとして、三宅正雄『商標法雑感』(1973年・冨山房) 101頁がある。 

40 著名性要求の趣旨につき述べるものではないが、8 号悪用可能性がある場合に、

名称ではなく著名性を要求する略称該当性を認める方策について述べる、田村／前

掲注12発明108頁、同・前掲注12商標法概説218～219頁を参照。同様に著名性につき

述べるものではないが、出願人にとってその名称を使わねばならない必然性がない

事案 (ただ乗りや濫用の意図がみられる事案) において 8 号該当性を認めた過去の

裁判例には違和感がない旨述べるものとして、渕／前掲注18・305頁も参照。 
41 著名性要件につき、略称等に対する氏名権が商標登録出願人の利益ないし商標権

に優先するためのものとする茶園／前掲注32・50頁を参照。平尾・前掲注12・164・

167頁の注 5 も参照。なお、関根／前掲注12・279頁も参照。 
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が相応に確立しており42、にわかには変更しがたいという状況になって初

めて、これが登録されることに対する精神的苦痛が保護に値するものにな

るとも考えられるだろう43。 

したがって、他人側に著名性を要求することなく商標登録を阻却する

「氏名」及び「名称」に該当するか否か44の判断をなすに際しては、それら

 
42 主としてかかる特定性を著名性要求の趣旨と解するように思われるものとして、

清永利亮 [判批] 『最高裁判所判例解説 民事篇 昭和57年度』(1987年・法曹会) 842～

843頁、松尾／前掲注35・255～256頁、谷口／前掲注12・165頁、髙野輝久 [判批] 前

掲注33百選21頁、久世勝之 [判批] 『最新判例知財法』(小松陽一郎還暦・2008年・青

林書院) 418～419頁、石井美緒「商標法 4 条 1 項 8 号における『他人の氏名』」特許研

究66号29～30頁 (2018年) 等がある。茶園／前掲注32・49頁、村上画里／茶園成樹編

『商標法』(第 2 版・2018年・有斐閣) 68～69頁も参照。なお、石井／同29～30頁は、

特定人を指し示すものとなっていることを「氏名」該当性においても要求する (注44

で後述）。「名称」につきこれと同趣旨を述べる小谷武『新・商標教室』(2013年・弁

護士会館ブックセンター出版部 LABO) 84頁も参照。著名性のない雅号や略称等は特

定人の人格との結び付きが弱いことが多いために登録を拒絶しないこととした旨説

明する、篠田四郎 [判批] 判例時報1779号 〔判例評論520号〕 205頁 (2002年) も参照。 
43 恣意的な選択・変更・改廃が可能な略称等は、社会に広く浸透し定着していくこ

とにより、氏名・名称に代替する社会的機能を果たすに至った場合に 8 号の保護を

認めることにしたとする横山／前掲注 7・189～190頁参照。なお、同説は、かかる

趣旨に基づき、著名性要件では高度の知名度を問題とせず、略称が氏名や名称と同

程度に本人を識別・特定する手段として社会的通用力を有しているかという観点か

ら判断されるべきとするが、かかる解釈には、著名性要件の趣旨を出願人の予測可

能性の観点から説明する宮脇／前掲注32小野追悼43～44・46頁より批判が加えられ

ている。すなわち、かかる著名性要件の解釈は、あえて高い知名度を要求している

かのような「著名」との文言が採用されていることの説明がつかず、また、著名性

要件を緩やかに解する場合には、商標法 4 条 1 項10号を潜脱する帰結を招くおそれ

があるというのである。もっとも、著名性要件の趣旨を、保護に値する人格的利益

の観点から説明する場合であっても、著名性の程度については、商標法 4 条 1 項10

号の潜脱とならないよう、同号の「需要者の間に広く認識されている」という要件

と同程度以上のものを要求する (田村／前掲注12発明109頁、同・前掲注12商標法概

説219頁) ことは可能であるように思われ、またそのように解すべきと考える。 
44 ｢他人の氏名」や「他人の…名称」に該当するためには、人格的利益の毀損や精神

的苦痛・不快感が客観的に認められることが必要とする有力説が存在する (網野・

前掲注22・337～338頁、西村／前掲注 4・55頁、平尾・前掲注12・164頁、松尾／前
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掲注35・260頁等。このうち、網野・前掲注22・339頁、西村・前掲注38・191頁、同／

前掲注 4・55頁、松尾和子＝紋谷暢男「商標」永田大二郎＝松尾和子＝紋谷暢男＝

古瀬村邦夫『特許等管理（経営法学全集 7 ）』（1966年・ダイヤモンド社）239頁、小

島庸和／紋谷暢男『商標法50講』(1975年・有斐閣) 52頁は、他人側に著名性・稀少

性等があるときにかかる毀損を認める (大正10年商標法 2 条 1 項 5 号に関するもの

ではあるが、山本桂一 [判批]法学協会雑誌61巻 1 号175頁 (1943年) も参照）。他の手

法で人格的利益の毀損や精神的苦痛・不快感を判断する説として、その商標によっ

て人が特定できる場合 (氏名や名称については、よほどの珍名でない限り特定され

ないのが一般とする）、又は商標として使用されることに他人が不快感を覚える客

観的事情のある場合（出願人が悪意や不正意図を持って他人の氏名や名称を商標と

して採択・出願した場合、指定商品が「便器」である場合等) に人格的利益に毀損が

あるとする平尾・前掲注12・163頁、他人において自己の人格を表象する氏名や名称

を自己の支配下に収めたいと欲する個人的利益の保護に焦点をあてて精神的苦痛

や不快感を判断すべき旨を述べる松尾／前掲注35・260頁等がある。）。 

また、同姓同名の者が商標登録をしても、氏名保持者が社会生活を営む範囲での

識別性を害しない場合 (例えば、ありふれた氏名からなる商標や、当該商標が他人

の氏名として周知でない場合) であれば、8 号該当性を否定する石井／前掲注42・29

～30頁や、「他人」において有名性や稀少性までは不要であるが、ある程度ありふれ

たものでないことを要するとする説 (小野＝三山・前掲注37・148頁。小野昌延＝小

松陽一郎／小野昌延＝三山峻司『新・注解 商標法 (上巻)』（2016年・青林書院) 316

頁も参照) もある。 

以上に対して、文理上他人の氏名につき著名性等を要求することは困難である旨

述べるものとして、宮脇／前掲注16 [判批] 261頁、同／前掲注16 L&T 55頁、出願人

との関係で人格的利益の保護に偏しているとの疑問を呈しながらも、文理及び人格

的利益の予防的保護の観点から、知られていない氏名・名称について 8 号該当性を

認める解釈の合理性を是認し得るとする茶園／前掲注32・48～49頁、同／金井重彦

＝鈴木將文＝松嶋隆弘編著『商標法コンメンタール』(2015年・レクシスネクシス・

ジャパン) 106頁がある。自己の氏名や名称等が自己以外の第三者により排他的に独

占されることによる精神的苦痛のみならず、何人も自己の氏名や名称に関して商標

権を取得し、その下で営業活動を営むことに強い利益を有しているために、同一の

氏名や名称を有する者において純粋に早い者勝ちのルールで特定の者に商標登録

を認めることはそれ以外の者の商標登録に係る利益を害する旨も述べたうえで、人

の氏名や名称については、その所有者全員の同意が得られる場合に限り商標登録を

認めることとしたと説明する横山／前掲注 7・189頁も参照。 

その他のアプローチとして、大正10年商標法の 2 条 1 項 5 号に関するものではあ

るが、「何人も自己の氏名、商號を使用し得るの自由原則」があるとの理解のもと
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に、自己の氏名、商号の場合は同号該当性を否定することを提唱する、三宅發士郎

『日本商標法』(1931年・嚴松堂書店) 137頁がある (なお、明治42年商標法及び大正

10年商標法下における学説の状況については、中川／前掲注 3 IP ジャーナル26～27

頁が詳しい。）。また、現在の 8 号につき、少なくとも自己の氏名を含む商標につい

ては 8 号該当性を否定する解釈を提唱するものとして、「他人の氏名」を「出願人自身 

(又はこれと同視し得るもの) の氏名ではない第三者の氏名」であると解する中川／

前掲注 3 WEB 及び同記事の注11、同／前掲注 3 IP ジャーナル28～29頁がある。自己

の氏名を商標として登録できないことそれ自体により害される出願人の利益とい

う対立利益との調整の必要性を示唆する渕／前掲注18・304・306頁、特に出願人自

身が「自己の氏名」を商標出願している場合には、「自分の氏名を商標登録して使

う」利益とのバランスも考えたほうがよいのではないかとの疑問を呈する「『人の

名』をブランドにすることの難しさ」2019年 9 月 6 日 (『企業法務戦士の雑感～Sea-

son2～』https://k-houmu-sensi2005.hatenablog.com/entry/2019/09/06/230530、2021年 3 月

25日最終閲覧) も参照。出願人本人の (又は出願人と縁のある） 氏名であるのみなら

ず、既に著名商標化しており、片仮名書きロゴ等通常の氏名表記とは異なる態様で

あり、他人の人格的権利を損なう等の特段の理由がない事例については 8 号該当性

を否定する方向性を示唆するものとして、栗原潔「『マツモトキヨシ』 の今後の商標

登 録 が 困 難 に 」 2020 年  9 月 30 日 (https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/ 

20200930-00200904/、2021年 3 月25日最終閲覧) もある。これらに対して、自己の氏

名であっても、同時に他人の氏名でもある場合に、8 号該当性を否定することはで

きない旨述べる、三宅・前掲注39・101頁も参照 (同趣旨の裁判例を紹介する、光石

士郎『新訂商標法詳説』（1971年・帝国地方行政学会) 143頁も参照）。 

ほかにも、他人の戸籍上の氏名 (漢字氏名) ではなく、これと称呼を同じくする英

文字や片仮名で表記する場合や、他人が「ロシヤ人」の場合に、「ロシヤ語」ではな

くこれを英文字や片仮名で表記する場合につき、「氏名」該当性が否定され得ること

を示唆する田倉整「氏名使用商標に関する判決例 パテント判例研究（13）」パテン

ト25巻11号55頁 (1972年) や、8 号該当性は、登録異議の申立て又は無効審判等が請

求された場合に審査されれば足りるとする古関・前掲注34・191～192頁、商標に含

まれる氏名や名称が、出願人とは別の者を容易に連想、想起させることが明らかな

場合や、商標法施行規則19条に基づく情報提供がある場合を除き、異議申立てや無

効審判の請求を待って判断すべきとする大西育子「商標法の下における著名人の名

称の保護－識別力の問題を中心に」パテント69巻 4 号 〔別冊14号〕 126頁 (2016年)、

「他人の…名称」について、事前に同一商号の調査を全国規模で行うことは不可能で

あるために「他人の名称と完全に一致している場合には、まず法四条一項八号を形

式的に適用し、争いがあれば他人の人格権保護の必要、他人の人格権の毀損状態、

権利濫用の存否といったことについて実質的に審査・審理することが望まれる」と
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「氏名」等の選択にどの程度の他人における自由度があり、ゆえに 8 号が

悪用されるおそれが低いといえるのかという観点、及びどの程度、登録に

より他人に精神的苦痛が生じ得るのか（出願人の不利益に比して保護に値

する程の精神的苦痛が生じ得るのか）という観点45を考慮に入れるべきで

あるといえるだろう。 

以上を前提に、本判決の検討を行う。 

 

（2）付加された文字にかかわらず、8 号該当性を認めた点 

本願商標は、他人の名前部分（「TAKAHIROMIYASHITA」）のみならず、

付加部分（「TheSoloist.」）が存在する態様のものであるが、本判決が当該

付加部分にかかわらず、8 号該当性を認めたことは、正当と考える。 

なぜならば、既に 2 (1)で述べたとおり、本願商標には、他人の氏名部分

と付加部分を分離する相応の手がかりが存在するため、名前部分は容易に

看取できる46。そうだとすると、この程度の文字の付加部分がある場合と

 

する篠田／前掲注42・205頁等といった立場が存在する。立法論として、出願人の周

知性及び他人側の周知性を考慮する方策を示唆するものとして、岡本智之 [判批] 

パテント71巻 3 号134頁 (2018年) も参照。 
45 少なくとも商標の使用以上に登録による人格的利益の侵害が生じるとは考えら

れないとする、茶園／前掲注32・48頁を参照 (もっとも、注44で述べたとおり、同説

は人格的利益の予防的保護の観点から、知られていない氏名・名称を含む商標であ

っても 8 号該当性を肯定する解釈を是認することが可能とする。）。 
46 「含む」該当性の判断主体に関しては、需要者の認識を基準とすべきとする説 (田

村・前掲注12商標法概説222頁。前掲 [INTELLASSET GROUP] も参照)、需要者がど

のように把握するかにかかわらず、他人の氏名等が出願商標に冒用されていると客

観的に認識し得るか否かで判断するとする説 (横山／前掲注 7・193頁。なお、前掲 

[INTELLASSET] 及び前掲 [メルクス] が、「他人の氏名や略称等を『含む』商標に該

当するかどうかを判断するに当たっては、単に物理的に『含む』状態をもって足り

るとするのではなく、その部分が他人の略称等として客観的に把握され、当該他人

を想起・連想させるものであることを要すると解すべき」と述べていることや、前

掲 [KEN KIKUCHI] や本判決が「客観的」という文言を用いていることも参照) があ

る (島並／前掲注33小野喜寿508頁参照。平尾・前掲12・164頁、茶園／前掲注44・

103頁も参照)。あるいは、8 号の趣旨が他人の人格的保護であることを強調するので

あれば、当該他人の主観的利益を保護するために、当該他人が判断主体となると解
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ない場合で、他人が商標登録により受ける何がしかの人格的不利益の程度

に差はないと考えられるためである47。 

 

（3）ローマ字化等した日本人氏名につき「氏名」該当性を認めた点 

本願商標は、他人の名前部分において、他人の戸籍上の氏名そのものを

含むわけではなく、ローマ字化されたうえで、全てを大文字とし、さらに

氏と名を逆にしたうえで、氏と名の間にスペース等の分離の手がかりを設

けないという態様であったにもかかわらず、（他人側に著名性すら要求せ

ず）本判決が 8 号該当性を認めたことには、疑問がある48。 

仮に本願商標に含まれていたのが、他人の戸籍上の氏名そのものである

場合には、出生時に定まりその変更が容易でないものであるために、その

 

することになるのかもしれない。しかし、かかる解釈を貫徹する場合には、他人が自

己の氏名を含んでいると感じるか否かは他人ごとに異なることとなるため基準が過

度に不明確となり、とりわけ他人に該当する者が多数存する場合があり得ることを

も考慮すると、著しく法的安定性を欠くことになりかねない。「客観的」に判断する

という見解が登場する所以であろうか。もっとも、「客観的」といったとしても、何

をもって「客観的」に判断するかということが一義的に決まるわけではない。 

 そうだとすると、指定商品役務の需要者という判断基準は、内容を特定し得る点

で優れているばかりか、指定商品役務の需要者が「含む」と考えるような態様の場

合には、その分、そのような事態によって被る他人の精神的苦痛などの主観的な不

利益も定型的に大きくなり、保護すべき閾値を超えるのだと理由付けることが可能

であり、利益衡量としてのバランスの点でも優れていると考えられよう。 
47 本件の事案からは離れるが、付加部分が名前部分以上の影響を与えるような場合

には、別論が成り立ち得るかもしれない (拙稿／前掲注 5・115頁)。既に述べたとお

り、他人の氏名等と付加部分において分離の手がかりがない、すなわち埋没系事案

で「含む」該当性を否定し得ることは明らかであるが、それを超えて、「氏名以外の

要素のほうが強い」という氏名の印象減殺系事案 (漢字氏名部分が他の構成部分に

比して小さい、ほかに印象的な図形が付されている等) においても、他人の人格的

利益毀損の度合いが相対的に低下しているために、出願人の利益を優先させて「含

む」該当性を否定し得ると解することも、一考に値するといえないだろうか。 
48 日本人氏名の英文字表記につき「氏名」該当性を否定し得ることを示唆する田倉／

前掲注44・55頁参照。対して、取引社会において通用しているローマ字による氏名

や名称の表記のみならず、取引社会において通用する可能性がある文字表記の場合

にも、その可能性が観念的なものでない限り不登録事由となるべきとするものとし

て、渋谷・前掲注14・388頁も参照。 
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選択に他人における自由度はなく49、ゆえに 8 号が悪用されるおそれは極

めて低いといい得る一方で、当該他人を示す氏名そのものであるために、

人格的利益毀損の度合いも高いと考え得る。 

他方、本願商標のようなローマ字表記に関しては、その選択の自由度

に起因する悪用可能性という観点のみをみると、先ほどの仮想事案と同

様に悪用可能性は低いものの、害される他人の利益の程度という観点か

らは、戸籍上の正式な氏名に比して、より多くの人の氏名と結び付く可

能性が高まる分、登録商標を取得されることによる人格的利益の毀損度

合いが相対的に弱い50といい得る。他方、このように多数の者の氏名と結

び付く可能性が高いローマ字表記を「氏名」に含むと解すると、漢字氏名

に比して「他人」の数が飛躍的に増加し51、過度に商標権の取得が阻まれ

 
49 自然人の氏名は、戸籍法107条及び同条の 2 の要件を満たさない限り変更できない。 
50 漢字氏名そのままで登録される場合に「他人」が不愉快であり人格権を害される

といえる可能性を述べつつ、ローマ字の場合は、それに該当する漢字が複数あるた

めに、特に自分の氏名が商標登録をされているとは考えない場合が多い旨指摘した

うえで、ローマ字表記につき「氏名」該当性を否定することを示唆する、西村／前

掲注 4・55頁、端的に戸籍上の氏名の漢字表記に比して、ローマ字の場合には個人

の人格との結び付きが稀釈化されることを指摘する中川／前掲注 3 IP ジャーナル

24頁を参照。同様の氏名商号が多数存在する場合には、特に特定の者を侵害すると

は考えられない旨を示唆する山本／前掲注44・175頁も参照。 
51 古関・前掲34・191頁、石井／前掲注42・26頁、田倉／前掲44・55頁、中川／前掲

注 3 IP ジャーナル21頁、拙稿「デザイナー名のブランド化と商標法」発明117巻 5 号

55頁 (2020年)、同／前掲注 5・114頁。中川／前掲注 3 WEB も参照。 

なお、石井／前掲注42・29～30頁は、「氏名」該当性において識別性を問題とする

見解であるため、問題となっている氏名がありふれたものではないが、同姓同名の

他人が存在するような事案の場合、識別性を欠くことはないものとして「氏名」該

当性を認める帰結になるようである。対して本稿の立場は、ローマ字化することに

より飛躍的に他人の数が増加する弊害を重視する立場 (すなわち、問題となってい

る氏名がありふれたものであろうとなかろうと、ローマ字化した場合に「氏名」該

当性を肯定すべきではないという立場) である。 

ところで、中川／前掲注 3 IP ジャーナル28～29頁は、かかる問題の解決手法とし

て、出願商標に含まれる「氏名」が出願人の自己氏名である場合には、同姓同名の

他人における精神的苦痛は社会的に受忍すべきレベルに過ぎないものであるとし

て、8 号該当性を否定する手法を採用している (前掲注44参照）。当該解決手法は、
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る52ように思われるためである（ミドルネームの有無に関するが、過度に

商標権の取得が阻まれないようにする必要性に言及する前掲  [CECIL 

McBEE ①] 参照）。すなわち、他人が商標登録により受ける何がしかの人

格的不利益の程度が極めて弱い本願商標のような態様の場合には、出願人

の商標権取得の利益を優先し、8 号該当性を否定すべきであると考える53。

 

利益衡量として極めて優れた見解であるが、同見解も自認するとおり、登録後に第

三者へ譲渡された場合の取扱いをどのように考えるかという点、及び同見解に従う

と、条文構造上「氏名」と並列に掲げられている「名称」についても、自己名称出

願の際には、8 号該当性を否定すると解することが自然な帰結となるように思われ

るところ (なお、同説は法人の名称についての立場は留保している。）、法人の場合

は自己の名称を自由に取得することが可能であるために (法人登記が商標登録に比

して容易であることにつき、前掲注21を参照）、出願人において「他人」の名称と同

一の法人名を取得した後に、かかる商標登録を取得するという濫用的行為を容易に

行うことができる可能性が存するという課題があるように思われる。 
52 害される出願人の利益について、調査・判断の限界や、氏名の独占使用による営

業範囲を著しく狭める点等にも言及しながら詳細に検討するものとして、石井／前

掲注42・25～27頁がある。自己の氏名を商標として登録できないことそれ自体によ

り害される出願人の利益という対立利益との調整の必要性を示唆する渕／前掲注

18・304・306頁も参照。同／前掲注 3・114・116頁も参照。 
53 西村／前掲注 4・55頁、平尾・前掲注12・163頁参照。なお、前掲 [SONYAN] に

おいては、商号から「株式会社」を省略した部分である「ソニー」をローマ字化し

た「SONY」につき「略称」該当性が認められているが、前掲注 9 で述べたとおり、

他人たるソニー株式会社が、「SONY」という欧文字から成る造語標章を継続的に使用

して来たこと等に基づき、略称該当性が認められている。特に国際的に活動する会社

においては日本語表記を外国語表記にして日本国内でも用いることがあるところ、当

該事案では実際に長年に渡る継続使用により「SONY」が「他人」を指し示すものと

して日本国内でも浸透していた事案であり、「SONY」と「他人」の結び付きが強いと

いい得る事案であった。また、漢字の人名のローマ字化とは異なり、商標権者におい

て、「ソニアン」なる日本語表記を「SONYAN」にしたために「他人」の数が飛躍的に

増加したとの事情もないであろう。そのため、本稿の立場は、前掲 [SONYAN] におい

て、ローマ字化にかかわらず「略称」該当性が認められたことと矛盾しないと考える。 

 ところで、本稿の立場に与する場合、同じ文言である商標法26条 1 項 1 号の「氏

名」についても、ローマ字化された氏名は含まないと解することが自然であるよう

にも思われる（中川／前掲注 3 IP ジャーナル30頁）。もっとも、ローマ字表記の自己

氏名が商標登録されることによる不利益よりも、自己氏名を商標として使用できな
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い不利益のほうが大きいことに鑑みるのであれば、本稿の立場の下でも、商標法26

条 1 項 1 号の「氏名」については、ローマ字化された氏名を含むと解することが可

能ではないだろうか (平尾・前掲注12・364～365頁参照。外国人の氏名について、8 

号においてはミドルネームを含むフルネームを要求する東京高判平成16・8・9 判時

1875号130頁 [CECIL McBEE ②] を引用しつつ、商標法26条 1 項 1 号についてはミ

ドルネームを省略して通用している氏名であればフルネームであることを要さな

いとする西村雅子／金井ほか・前掲注44・404頁も参照。ローマ字化した氏名の商標

法26条 1 項 1 号該当性に係る具体的な立場は明らかでないものの、8 号と商標法26

条 1 項 1 号では、人格的利益と商標権の調整のあり方がおのずから異なっているこ

とを指摘する茶園成樹「自己氏名・名称等からなる商標に対する商標権の効力の制

限」L&T 別冊 1 号78～79頁 (2015年)も参照）。また、商標法26条 1 項 1 号は、8 号と

異なり、他者の商標登録を阻止し全国的に他者の商標選定の自由に影響を与えるも

のではなく (田村・前掲注12商標法概説223頁参照）、かつ「不正競争の目的」を有す

る場合に同号は適用されない (商標法26条 2 項) という歯止めも存在するため、商標

法26条 1 項 1 号において、ローマ字表記のように自己との結び付きを低下させたも

のを使いたいという利益まで保護したとしても、その弊害は大きくないと考え得る。 

なお、商標法26条 1 項 1 号が適用されるためには、「普通に用いられる方法」であ

ることも必要となるところ、裁判例において同要件は比較的制限的に解釈されてい

るようである (｢氏名」ではなく同号の「名称」に関する裁判例であるが、否定例と

して、特殊な字体で、付す媒体 (缶) に比して相当程度大きく、需要者の注意を惹き

やすい場所に付す態様につき東京地判昭和57･6･16無体集14巻 2 号418頁 [山形屋海

苔店]、大きく目立つ等単に販売者名や製造者名を示す以上の態様につき大阪地判

平成13・3・13平成10(ワ)4292 [AiCOM]、自己の名称をオレンジ色長方形中に白抜

きで配する態様や、フォント等に工夫がされた欧文字と組み合わせる態様につき東

京地判平成25･11･21判時2217号107頁 [赤坂スターデンタルクリニック]、図形と組

み合わせる態様 (被上告人標章三(5)) につき最判平成 9･3･11民集51巻 3 号1055頁 

[小僧寿し]、「Ｌ」字様のシンプルな図形と組み合わせる態様につき大阪高判平成

29･11･30平成29(ネ)1579 [株式会社ロックオン] 等、肯定例として、継続的刊行物の

発行所を示すために、奥付に明朝体又はゴシック体で付す態様、発行人の商号とし

て同刊行物の裏表紙に商号として付す態様につき東京地判昭和56･5･27昭和

49(ワ)3157等 [経営近代化研究所]、一般的な書体による漢字又はローマ字表記の態

様 (被上告人標章一(1)ないし(9)、同二(2)(4)(5)) につき前掲最判 [小僧寿し]、ビ

ール瓶のラベル下部に小さな活字で横書き 1 行にて記載した態様につき東京高判

平成15･7･30平成14(ネ)5791 [BUDWEISER BUDVAR, NATIONAL CORPORATION] 

等がある。）。もっとも、商標法26条 1 項 1 号が「自己の氏名」の使用につき商標権の

効力を制限している趣旨は、自己氏名を商標として使用したいという人格的利益を
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特に、本願商標は、名と氏の間にスペースがなく、全てが大文字で構成さ

れているという点でも、他人の氏名が相対的に読み取りにくくなっている

ため、他人が受ける人格的不利益の程度は極めて弱いといえるだろう54。 

このような本稿の考え方に対しては、8 号該当性を完全に否定するのは

出願人の保護に偏り過ぎであるとの批判が加えられるかもしれない。しか

し、仮にこのような批判を重視する場合でも、だからといって前掲 [KEN 

KIKUCHI] や本判決のように、ローマ字表記が常に「氏名」に該当すると

してしまうと、逆に過度に商標選定の自由を制約し過ぎてしまうだろう。

そこで、折衷策として、本願商標のように他人との結び付きが弱い態様の

ものについては、著名になってはじめて、出願人の利益に比して保護に値

 

積極的に保護することと考えられるところ、「名称」に比して選択・変更可能性がな

い「氏名」(戸籍法107条･同条の 2 参照) についてかかる利益を保護するために、「普

通に用いられる方法」該当性を緩やかに解釈することも可能ではないだろうか (平

尾・前掲注12・365頁参照。商標的使用の場合にも商標法26条 1 項 1 号の適用を認め

つつ、「普通に用いられる方法」については「人の同一性を示す氏名…の表示として

取引上一般に用いられている使用方法を指す」とする茶園／前掲注53・78・82頁も参

照。対して、商標法26条 1 項 1 号が「氏名等」を定める趣旨につき、特定人の自己同

一性の表示を可能とすることにより人格権又は人格的利益の保護を図るという観点

を採用する田倉整＝髙田修治／小野＝三山・前掲注44・851頁は、特定人の自己同一

性の表示に必要最小限の範囲においてその使用を認めれば足りるとしたうえで、自

他商品 (役務) の識別力を有する商標の一部を構成する者である場合には同号の適

用を受けられないとする（同856頁。商標的に使用される場合は、「普通に用いられる

方法」でないと解する江口俊夫『新商標法解説 [改訂]』（1979年・萼工業所有権研究

所) 176～177頁も参照。西村／前掲注 4・55頁、同／前掲405～407頁も参照））。 
54 なお、株式会社 マツモトキヨシホールディングスによる「マツモトキヨシ」と

の言語的要素から成る音商標の出願 (商願2017-7811) について拒絶査定がなされて

おり、これに対する拒絶査定不服審判においても、8 号該当性が認められ (不服

2018-8451(2020.9.9))、2020年10月28日に、かかる審決に対する取消訴訟が知財高

裁に提起されている (事件番号令和 2 (行ケ)10126)。かかる音商標の事案について

も、本稿の立場からは、戸籍上の正式な氏名に比して、より多くの人の氏名と結び

付く可能性が高まる分、登録商標を取得されることによる人格的利益の毀損度合い

が相対的に弱いといい得る一方で、多数の者の氏名と結び付くかかる態様をも「氏

名」に含むと解すると、戸籍上の正式な氏名表記に比して「他人」の数が飛躍的に

増加し、過度に商標権の取得が阻まれるため、8 号該当性を否定すべきと考えるこ

とになる。同審決については、これに反対するものとして栗原／前掲注44がある。 
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する程の精神的苦痛が生じ得ると考えて、「芸名」（に準じる）等と解釈す

る55ことで、他人側に著名性を要求するという方策を採ることも一考に値

するように思われる56。 

いずれにせよ、本判決の判旨が、ローマ字化等した日本人氏名につき「氏

名」該当性を認めてその登録を阻却したことには、疑問がある57。 

以上 

 

【付記】本稿は、2020年 8 月31日開催のパブリック・ドメイン研究会兼第22回東京大

学知的財産法研究会（北海道大学知的財産法研究会と共催）で報告させていただい

た原稿及び特許ニュース令和 2 年 (2020年) 9 月24日・25日号 (15259・15260号、経

済産業調査会) にご掲載いただいた拙稿を、大幅に加筆修正したものです。同研究

会の参加者の皆様から大変有難いご教示をいただき、考察を深めることができまし

た。また、東京大学大学院法学政治学研究科の田村善之教授には、執筆開始時より

何度も大変ご丁寧なご指導を賜りました。さらに、校正の際には、北海道大学大学

院法学研究科の髙橋直子特任助手に大変お世話になりました。 

この場を借りて、改めて心より御礼申し上げます。 

 
55 ローマ字表記を「芸名」と解する可能性は、2019年11月27日に東京大学知的財産

法研究会において西村雅子先生が示唆されたところである (もちろん誤解があると

すれば筆者の責任である。）。 
56 他のあり得る折衷案として、ローマ字化の場合に限らない議論ではあるが、出願

人の商標が一定の周知性を有している場合に、他人の「氏名」を想起させない等と

して 8 号該当性を否定する方策もあり得るだろう (かかる判断をなした審決として、

不服2002-14893 (2004.12.17) がある。不服2014-16939 (2005.1.20) 、不服2013-

21004 (2014.7.9) も参照）。利益衡量上一つのバランスのとれた解決策であるとも思

われるが、発展途上の商標の場合に、商標権の庇護の下における活動が保障されな

いという実務上の懸念が存在するかもしれない。 
57 なお、本稿の立場によると、ローマ字という要因によって 8 号該当性が否定され

て登録され得ることになるが、この場合、不使用取消審判における「使用」におい

ても、ローマ字の態様で使用がなされていなければ商標法上許容された「使用」は

なされていないと考え、取消しを免れないということになるだろう。 
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